　　　　　　　　　　　　　【施設種別：通所リハビリテーション】

運営指導における主な指導事項等
【指導事項】(改善報告書の提出を求めるもの) 　　　　　　　　　　　（R8年度版）
	<告 示>

指定通所リハビリテーションの提供について
〇　医師が利用者に対して３月以上の通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断した時は、リハビリテーション計画書に具体的な終了目安となる時期等を明確に記載し、本人・家族に説明すること。


【注意事項】(改善報告書の提出を求めないもの)
	<施行条例・基準省令>

通所リハビリテーション計画の作成（条例第１４１条　基準省令第１１５条）
〇　通所リハビリテーション計画について、家族等の同意が遅れているものがあった。利用開始までに同意を得ること。
<告 示>

指定通所リハビリテーションの提供について
〇　医師が利用者に対して３月以上の通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断した時は、リハビリテーション計画書に具体的な終了目安となる時期等を明確に記載し、本人・家族に説明すること。
移行支援加算
〇　通所リハビリテーション終了者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所等へ提供すること。




施行条例：介護保険法施行条例

基準省令：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

告示：指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準
